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こ
の
基
本
理
念
の
実
現
の
た
め
に
は
、

解
決
す
べ
き
課
題
の
明
確
化
と
と
も
に
、

高
齢
に
な
っ
て
も
、
可
能
な
限
り
住
み
慣

れ
た
地
域
で
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
療
や
介
護
、
介

護
予
防
、
住
ま
い
な
ど
で
自
立
し
た
日
常

生
活
の
支
援
が
提
供
で
き
る
体
制
「
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
な
ど
に
取

り
組
む
こ
と
が
必
要
で
す
。

【
４
つ
の
重
点
課
題
と
対
応
】

①
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
健
康
な
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
高
齢
者
の
増
加
を
図

る
た
め
に
は
、
介
護
予
防
と
重
度
化
防
止

の
取
り
組
み
が
必
要
で
す
。
市
で
は
、
こ

け
な
い
か
ら
だ
づ
く
り
講
座
や
自
立
支
援

型
地
域
ケ
ア
会
議
な
ど
に
継
続
し
て
取
り

組
み
ま
す
。

②�

認
知
症
施
策
の
推
進
と
個
人
の�

尊
厳
の
保
持

　
認
知
症
に
な
っ
て
も
本
人
の
意
思
が
尊

重
さ
れ
、
で
き
る
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域

で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を

実
現
す
る
た
め
、
認
知
症
の
人
や
そ
の
家

③
人
・
地
域
づ
く
り

　「
支
え
る
側
」と「
支
え
ら
れ
る
側
」
と

い
う
関
係
の
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
世
代
を

超
え
て
地
域
住
民
が
互
い
に
支
え
合
う
地

域
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
高
齢

者
が
有
す
る
能
力
に
応
じ
、
自
立
し
た
日

④
介
護
保
険
制
度
の
適
切
な
運
営

　
高
齢
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
、

要
介
護
状
態
な
ど
の
軽
減
や
悪
化
防
止
な

ど
の
施
策
を
継
続
し
て
行
い
ま
す
。
質
の

高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
と
と
も

に
、
財
源
と
人
材
の
重
点
的
・
効
率
的
な

活
用
に
取
り
組
み
ま
す
。

常
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
支
援
す
る

人
材
の
確
保
な

ど
に
努
め
、
自

立
支
援
や
介
護

予
防
に
関
す
る

普
及
啓
発
な
ど

に
も
努
め
ま
す
。

族
の
皆
さ
ん

が
、
早
期
か
ら

適
切
な
診
断
や

支
援
を
受
け
ら

れ
る
体
制
を
作

り
ま
す
。

第
７
期
事
業
計
画
で
明
確
に
し
た

課
題
と
対
応

　
市
で
は
介
護
給
付
費
適
正
化
の
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

地
域
で
元
気
に
活
躍
で
き
る
高
齢
者
を
増

や
す
た
め
、
第
７
期
計
画
で
明
確
に
し
た

重
点
課
題
に
対
応
し
な
が
ら
、
介
護
給
付

費
の
増
加
を
抑
制
し
ま
す
。

介
護
給
付
費
適
正
化
の
取
り
組
み

都城市の目指す地域包括ケアシステムのイメージ

［ 住まい ］
自宅

サービス付き高齢者向け住宅など

老人クラブ、自治会
NPO、ボランティアなど

［ 医療 ］
かかりつけ医
急性期病院

リハビリ病院など
［ 介護 ］

施設・居住系サービス
在宅系サービス
介護予防サービス・地域包括支援センター

・ケアマネジャー

相談業務や
サービスの

コーディネートを
行います

医療機関・介護施
設などとの連携に
よる入退院の調整
や在宅生活の支援
など包括的かつ継
続的な支援の実施

ボランティア、
NPO、民間企業
など多様な主体
による買い物や
食事の提供など
の生活支援や地
域での見守り

認知症に対する市
民理解を深め、早
期発見・専門医療
機関への紹介を通
じた施策を実施

市内7カ所に設置
した地域包括支援
センターにおける
相談や関係機関と
の連携

※地域包括ケアシステムは、おおむね30
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域が単位です

［ 生活支援・介護予防 ］

通院・入院 通所・入所

第7期事業計画を策定。高齢者地域包括ケアシステムを推進！

4広報 都城 平成30年5月号

● 都城市の介護給付費の推移

540億円

560億円

7期
（2018～20）

8期
（2021～23）

9期
（2024～26）

保険料基準
月額予測
7,413円

保険料基準
月額

6,200円
このまま進むと…このまま進むと…

約552億円

約557億円

約532億円

（年度）

520億円

4万円

● デイサービス 受給者１人あたりの給付月額

6万円

8万円

10万円

全国 県内9市（平均） 都城市

約6.1万円

約7.8万円

約9.8万円

※平成29年2月現在

　
厚
生
労
働
省
の
将
来
推
計
に
よ
る

と
、
本
市
の
人
口
は
、
２
０
２
５
年

に
15
万
８
、８
２
４
人
に
減
少
す
る
一

方
で
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は

５
万
１
、６
６
０
人
（
高
齢
化
率
32・５
㌫
）

と
な
る
見
込
み
で
す
。

　
こ
の
推
計
か
ら
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
者
の
増
加
と
と
も
に
介
護
給
付
費

の
増
加
が
推
測
さ
れ
、
こ
の
状
況
が
続
く

と
、
介
護
保
険
料
基
準
月
額
は
７
期
（
平

成
30
年
度
～
２
０
２
０
年
度
）
の
６
、

２
０
０
円
か
ら
、
９
期
（
２
０
２
４
～

２
０
２
６
年
度
）
で
は
７
、４
１
３
円
へ

と
上
が
る
見
込
み
で
す
。

　
本
市
で
は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
人
の
割
合
が
多
い
こ
と
が
特
徴
と
し
て

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
平
成
29
年
２
月
現
在
の
受
給
者
１
人

当
た
り
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
月

額
に
つ
い
て
み
る
と
、
全
国
平
均
６
万 

１
、８
８
３
円
に
対
し
、
本
市
は
９
万 

８
、５
３
２
円
と
な
っ
て
い
て
、
約
３
万 

７
千
円
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
県

内
９
市
の
平
均
７
万
８
、５
６
６
円
と
比

較
し
て
も
、約
２
万
円
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
増
え
続
け
る
介
護
ニ
ー
ズ
や
介
護
給
付

費
に
対
応
す
る
た
め
、
市
で
は
、
平
成
30

年
度
か
ら
２
０
２
０
年
度
ま
で
の
３
年
間

を
計
画
期
間
と
し
て
「
す
べ
て
の
市
民
が

住
み
慣
れ
た
場
所
で
、
自
分
ら
し
く
自
立

し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
ま

ち
」
を
基
本
理
念
に
、
２
０
２
５
年
を
見

据
え
た
第
７
期
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し

た
。

進
む
高
齢
化
、

増
え
続
け
る
介
護
給
付
費

第
７
期
都
城
市
高
齢
者
福
祉
計
画

及
び
介
護
保
険
事
業
計
画

本
市
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
特
徴

　2025年、団塊の世代が75歳を迎え、介護の必要な人の増加が見込まれています。こ
の状況を踏まえ市では、平成30年３月に第７期都城市高齢者福祉計画及び介護保険事
業計画を策定。今回はその概要と、柱となる地域包括ケアシステムなどを紹介します。

「自分らしく自立した日常生活を
　営むことができるまち」を目指して

◎問い合わせ　介護保険課　☎23－2114

～高齢者地域包括ケアシステムを推進する第7期事業計画を策定！～
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所得段階ごとの介護保険料一覧
所得段階 対象者 算定式 保険料額

第１段階
○生活保護受給者
○老齢福祉年金受給者
○世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の年金収入額と合計
　所得の合計額が80万円以下

算定額
×0.50

年額　 37,200円
月額　　3,100円

（軽減後
×0.45）

年額　 33,480円
月額　　2,790円

第２段階
世帯全員が

市民税非課税

○ 本人の前年の年金収入額と合計所得金額の
合計額が80万円超120万円以下

算定額
×0.75

年額　 55,800円
月額　　4,650円

第３段階 ○ 本人の前年の課税対象年金収入額と 
合計所得金額の合計額が120万円超

算定額
×0.75

年額　 55,800円
月額　　4,650円

第４段階 本人が市民税
非課税で
世帯内に

市民税課税者が
いる人

○ 本人の前年の課税対象年金収入額と 
合計所得金額の合計額が80万円以下

算定額
×0.9

年額　 66,960円
月額　　5,580円

第５段階 ○�本人の前年の課税対象年金収入額と�
合計所得金額の合計額が80万円超 基準額 年額　�74,400円

月額　　6,200円

第６段階

本人が
市民税課税

○本人の前年の合計所得金額が
　120万円未満

算定額
×1.25

年額　 93,000円
月額　　7,750円

第７段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　120万円以上200万円未満

算定額
×1.35

年額  100,440円
月額　　8,370円

第８段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　200万円以上300万円未満

算定額
×1.55

年額  115,320円
月額　　9,610円

第９段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　300万円以上400万円未満

算定額
×1.75

年額  130,200円
月額　 10,850円

第10段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　400万円以上600万円未満

算定額
×1.85

年額  137,640円
月額　 11,470円

第11段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　600万円以上800万円未満

算定額
×2.0

年額  148,800円
月額　 12,400円

第12段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　800万円以上

算定額
×2.15

年額  159,960円
月額　 13,330円

本市の介護保険料の基準額
本人の前年の課税対象年金収入額と合計所得
金額合計が80万円を超える人の例

都城市で
必要な
介護保険
サービスの
総費用

65歳以上の
人の負担分
23％ 74,400円

都城市の
基準額

都城市に
住む

65歳以上の
人数

　65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
を
、
３
年
ご

と
に
見
直
し
て
い
ま
す
。

　介
護
保
険
料
は
、
今
後
３
年
間
に
本
市

で
必
要
な
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
総
費
用

か
ら
算
出
さ
れ
た
「
基
準
額
」を
も
と
に
、

そ
の
世
帯
の
収
入
や
所
得
に
応
じ
て
決
め

ら
れ
ま
す
。

　市
で
は
低
所
得
者
の
負
担
に
配
慮
し
な

が
ら
、
所
得
段
階
に
応
じ
た
保
険
料
を
設

定
し
ま
し
た
。

平
成
30
年
４
月
か
ら

介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た

第7期事業計画を策定。高齢者地域包括ケアシステムを推進！
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市
で
は
高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
自
分
ら

し
く
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
で
き
る

た
め
に
、次
の
取
り
組
み
な
ど
を
通
し
て
、

積
極
的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

●
こ
け
な
い
か
ら
だ
づ
く
り
講
座

　
平
成
26
年
度
か
ら
市
が
普
及
を
進
め
て

い
る
、
こ
け
な
い
か
ら
だ
づ
く
り
講
座
。

現
在
１
９
０
も
の
自
治
公
民
館
な
ど
で
、

地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
開
催
し
て
い

ま
す
。
筋
力
強
化
な
ど
に
よ
る
介
護
予
防

に
加
え
、
地
域
の
高
齢
者
が
気
軽
に
集
え

る
憩
い
の
場
に
も
な
っ
て
い
て
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
形
成
に
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
自
立
支
援
型
地
域
ケ
ア
会
議

　
市
で
は
、
平
成
28
年
度
か
ら
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
て
自
立
支
援

型
地
域
ケ
ア
会
議
を
開
催
。
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
が
作
成
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ

い
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
の
提
供
し

て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
、
利
用
者
の
自

立
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
な
ど
を
検

討
、
助
言
し
合
い
ま
す
。
会
議
に
は
、
薬

剤
師
や
管
理
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
、
理

学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士

な
ど
の
専
門
職
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

【
助
言
に
よ
り
高
ま
る
効
果
】

①�

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
討
に
よ
り
、
利
用
者

の
自
立
に
つ
な
が
る
支
援
を
行
い
ま
す

②�

各
専
門
職
が
互
い
に
助
言
し
合
う
こ
と

で
、
介
護
に
関
わ
る
人
た
ち
の
資
質
向

上
を
図
り
ま
す

③�

自
立
を
支
援
し
、
高
齢
者
の
生
活
の
質

が
向
上
す
る
こ
と
で
、
介
護
保
険
給
付

費
を
低
減
し
、
介
護
保
険
料
の
上
昇
を

抑
制
し
ま
す

同
士
の
交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
都
城
市
社
会
福
祉
協
議
会
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
高
齢

者
の
皆
さ
ん
と
そ
の
役
割
。
豊
富
な
経
験

や
知
識
は
、
地
域
の
課
題
解
決
の
即
戦
力

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、今
回
策
定
し
た
、

第
７
期
都
城
市
高
齢
者
福
祉
計
画
及
び
介

護
保
険
事
業
計
画
は
、
元
気
な
高
齢
者
を

増
や
し
な
が
ら
、
世
代
を
超
え
て
地
域
住

民
が
と
も
に
支
え
合
う
こ
と
を
目
標
と
し

て
い
ま
す
。

　「
自
分
ら
し
く
自
立
し
た
日
常
生
活
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
都
城
」
を
実
現
す
る

た
め
に
、
市
で
は
、
取
り
組
み
を
強
化
し

て
い
ま
す
。

「
い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く
」を
実
現

す
る
自
立
支
援
の
取
り
組
み

●
認
知
症
カ
フ
ェ（
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
）

　
認
知
症
に
な
っ
た
ら
「
入
院
や
施
設
を

利
用
す
る
し
か
な
い
」
と
思
い
が
ち
で
す

が
、
家
族
や
地
域
の
支
え
が
あ
れ
ば
、
住

み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し

く
、
そ
の
人
ら
し
い
生
活
を
続
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
み
や
こ
ん
じ
ょ
（
都

北
町
）
や
、わ
ら
い
の
ひ
ろ
ば
（
岩
満
町
）

で
は
、
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
を
中
心

に
、
み
ん
な
が
楽
し
く
触
れ
合
い
な
が
ら

理
解
し
合
え
る
場
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
介
護
保
険
課
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
認
知
症
家
族
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

　「な
ご
み
会
」

　
都
城
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
認
知

症
の
人
を
介
護
し
て
い
る
家
族
を
対
象

に
、
認
知
症
家
族
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
な

ご
み
会
」
を
開
催
。

　
介
護
に
役
立
つ
講
座
や
家
族
同
士
の
交

流
会
な
ど
を
通
し
て
、
認
知
症
に
つ
い
て

の
理
解
を
深
め
な
が
ら
、
日
頃
の
介
護
に

対
す
る
悩
み
や
ス
ト
レ
ス
の
解
消
、
家
族

認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
を
支
え
る

取
り
組
み

　
今
後
、
ま
す
ま
す
進
む
高
齢
化
。
現
状

の
ま
ま
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
多

く
、介
護
給
付
費
が
高
い
状
況
が
続
く
と
、

介
護
保
険
制
度
の
運
営
は
困
難
な
も
の
と

な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
同
じ
く
進
む
少
子
化
な
ど
の
影

響
に
よ
り
、
地
域
の
担
い
手
の
減
少
も
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

結
び
に

職員同士が助言し合うことが、
サービスの充実につながります

インタビュー

寄り添いながら、認知症の人や
その家族をサポートしています

　自宅で安全に過ごすための手段
である「リハビリ」を中心とした
デイサービスを提供しています。
職員同士と利用者がコミュニケー
ションを取りながら、生活に生か
せるリハビリを行うよう心掛けて
います。今後も、利用者に向き合
いながら、地域を支えていきます。

　認知症の人とその家族を支援す
るためには「地域で支える」とい
う視点が必要。私たちの活動を地
域の人に見て、体で感じてもらい
たいです。今後、さらに支援の輪
を広げながら、住民が一体となっ
て活躍できる地域社会を作ってい
きたいです。

リハビリテーション
ケアふる都城
管理者 原田 宗

む ね

幸
ゆ き

さん

オレンジカフェ
みやこんじょ
理事長 前田 薫さん

自立支援型地域ケア会議参加者

認知症カフェ主催
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所得段階ごとの介護保険料一覧
所得段階 対象者 算定式 保険料額

第１段階
○生活保護受給者
○老齢福祉年金受給者
○世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の年金収入額と合計
　所得の合計額が80万円以下

算定額
×0.50

年額　 37,200円
月額　　3,100円

（軽減後
×0.45）

年額　 33,480円
月額　　2,790円

第２段階
世帯全員が

市民税非課税

○ 本人の前年の年金収入額と合計所得金額の
合計額が80万円超120万円以下

算定額
×0.75

年額　 55,800円
月額　　4,650円

第３段階 ○ 本人の前年の課税対象年金収入額と 
合計所得金額の合計額が120万円超

算定額
×0.75

年額　 55,800円
月額　　4,650円

第４段階 本人が市民税
非課税で
世帯内に

市民税課税者が
いる人

○ 本人の前年の課税対象年金収入額と 
合計所得金額の合計額が80万円以下

算定額
×0.9

年額　 66,960円
月額　　5,580円

第５段階 ○�本人の前年の課税対象年金収入額と�
合計所得金額の合計額が80万円超 基準額 年額　�74,400円

月額　　6,200円

第６段階

本人が
市民税課税

○本人の前年の合計所得金額が
　120万円未満

算定額
×1.25

年額　 93,000円
月額　　7,750円

第７段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　120万円以上200万円未満

算定額
×1.35

年額  100,440円
月額　　8,370円

第８段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　200万円以上300万円未満

算定額
×1.55

年額  115,320円
月額　　9,610円

第９段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　300万円以上400万円未満

算定額
×1.75

年額  130,200円
月額　 10,850円

第10段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　400万円以上600万円未満

算定額
×1.85

年額  137,640円
月額　 11,470円

第11段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　600万円以上800万円未満

算定額
×2.0

年額  148,800円
月額　 12,400円

第12段階 ○本人の前年の合計所得金額が
　800万円以上

算定額
×2.15

年額  159,960円
月額　 13,330円

本市の介護保険料の基準額
本人の前年の課税対象年金収入額と合計所得
金額合計が80万円を超える人の例

都城市で
必要な
介護保険
サービスの
総費用

65歳以上の
人の負担分
23％ 74,400円

都城市の
基準額

都城市に
住む

65歳以上の
人数

　65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
を
、
３
年
ご

と
に
見
直
し
て
い
ま
す
。

　介
護
保
険
料
は
、
今
後
３
年
間
に
本
市

で
必
要
な
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
総
費
用

か
ら
算
出
さ
れ
た
「
基
準
額
」を
も
と
に
、

そ
の
世
帯
の
収
入
や
所
得
に
応
じ
て
決
め

ら
れ
ま
す
。

　市
で
は
低
所
得
者
の
負
担
に
配
慮
し
な

が
ら
、
所
得
段
階
に
応
じ
た
保
険
料
を
設

定
し
ま
し
た
。

平
成
30
年
４
月
か
ら

介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た

第7期事業計画を策定。高齢者地域包括ケアシステムを推進！



重点的に取り組む17 のプロジェクト
　総合戦略では、計画期間内に取り組む施策のうち、特に重点的に取り組む17の施策を重点プロジェクト
と位置付けました。

重点プロジェクト❶
農林畜産業の振興

重点プロジェクト❷
地場産品の
高付加価値化と販路拡大

地の利を活かして、雇用を創る
〜産業・雇用分野〜

人間力あふれるひとを育む
〜教育・国際化・協働分野〜

圏域の中心としての魅力を築く
〜都市機能・環境分野〜

行政経営の基本姿勢
〜行政経営分野〜

命とくらしを守る
〜安全・安心・健康分野〜

重点プロジェクト❸
地の利を活かした
拠点形成と企業立地

重点プロジェクト❹
企業等との
パートナーシップ強化

重点プロジェクト❾
すぐれた知性と
愛郷心の醸成

重点プロジェクト⓫
スポーツ施設整備と
競技力の向上

重点プロジェクト❿
グローバル化への対応と
国際化の推進

重点プロジェクト⓬
協働による
まちづくりの推進

重点プロジェクト❺
災害対策の強化

重点プロジェクト❻
地域医療体制の維持

重点プロジェクト❼
結婚・出産・
子育て支援の充実

重点プロジェクト❽
健康寿命の延伸

重点プロジェクト⓭
中心市街地の活性化

重点プロジェクト⓮
都城の魅力の発信と
観光誘客の促進

重点プロジェクト⓱
創造的改革の推進

重点プロジェクト⓰
広域連携の推進

しごと

ひと

行政
経営

くらし

まち

重点プロジェクト⓯
循環型社会の構築
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市の目指すまちの姿を実現する

第2次都城市総合計画（総合戦略）
を策定しました!

第
２
次
都
城
市
総
合
計
画

　
第
2
次
都
城
市
総
合
計
画
は
、
将
来
、

本
市
を
ど
の
よ
う
な
「
ま
ち
」
に
し
て
い

く
の
か
、
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ
と

に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
を
、
総
合
的
・

体
系
的
に
ま
と
め
た
も
の
で「
基
本
構
想
」

と
「
総
合
戦
略
」
の
２
層
構
造
の
計
画
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
基
本
構
想
は
、
市
が
目
指
す
ま
ち
の
姿

や
都
市
目
標
像
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的

な
方
針
や
目
標
人
口
な
ど
を
示
す
、
長
期

の
視
点
に
立
っ
た
、
市
の
全
て
の
施
策
の

基
本
と
な
り
ま
す
。

　
総
合
戦
略
は
、
基
本
構
想
に
基
づ
い
て

取
り
組
む
べ
き
施
策
や
そ
の
方
向
性
、
優

先
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
対
応
す
る

た
め
の
17
の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
。

総
合
戦
略
策
定
ま
で
の
経
過

　
総
合
戦
略
の
策
定
に
当
た
り
、
市
の
各

部
局
か
ら
選
任
し
た
リ
ー
ダ
ー
で
構
成
す

る
「
リ
ー
ダ
ー
会
議
」
と
、
関
係
団
体
か

ら
推
薦
を
受
け
た
人
や
一
般
公
募
委
員
30

人
で
構
成
し
た
「
第
２
次
都
城
市
総
合
計

画
策
定
市
民
委
員
会
」
を
設
置
。
協
議
を

重
ね
計
画
の
素
案
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
広

く
求
め
る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
実
施
。
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
計
画
に
反

映
し
、
総
合
計
画
審
議
会
へ
の
諮
問
・
答

申
を
経
て
、総
合
戦
略
を
策
定
し
ま
し
た
。

詳
し
い
情
報
の
入
手
方
法

　
第
２
次
都
城
市
総
合
計
画（
基
本
構
想・

総
合
戦
略
）
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
第
２
次
都
城
総
合
計
画
を
簡
潔

に
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
も
総
合
政
策

課
で
配
付
し
て
い
ま
す
。

ト
ピ
ッ
ク

実
効
性
を
高
め
る
評
価
検
証

　
総
合
戦
略
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
計

画
と
は
異
な
り
、
目
標
を
達
成
す
る

た
め
の
指
標
「
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
重
要
業
績

評
価
指
標
）」
を
設
定
。
こ
の
Ｋ
Ｐ

Ｉ
を
達
成
す
る
た
め
、
計
画
を
実
行

し
な
が
ら
、
毎
年
度
の
実
績
を
評
価

し
て
い
ま
す
。
改
善
点
を
検
証
し
、

次
の
年
度
の
計
画
に
反
映
さ
せ
ま
す
。

　平成30年度から2021年度の４年間のまちづくりの方向性を示す総合戦略を策定しました。今回は、計画の
概要について紹介します。� ◎問い合わせ　総合政策課　☎23-7161

Plan
計画

Do
実行

Action
改善

Check
評価

KPI

第2次都城総合計画
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重点的に取り組む17 のプロジェクト
　総合戦略では、計画期間内に取り組む施策のうち、特に重点的に取り組む17の施策を重点プロジェクト
と位置付けました。

重点プロジェクト❶
農林畜産業の振興

重点プロジェクト❷
地場産品の
高付加価値化と販路拡大

地の利を活かして、雇用を創る
〜産業・雇用分野〜

人間力あふれるひとを育む
〜教育・国際化・協働分野〜

圏域の中心としての魅力を築く
〜都市機能・環境分野〜

行政経営の基本姿勢
〜行政経営分野〜

命とくらしを守る
〜安全・安心・健康分野〜

重点プロジェクト❸
地の利を活かした
拠点形成と企業立地

重点プロジェクト❹
企業等との
パートナーシップ強化

重点プロジェクト❾
すぐれた知性と
愛郷心の醸成

重点プロジェクト⓫
スポーツ施設整備と
競技力の向上

重点プロジェクト❿
グローバル化への対応と
国際化の推進

重点プロジェクト⓬
協働による
まちづくりの推進

重点プロジェクト❺
災害対策の強化

重点プロジェクト❻
地域医療体制の維持

重点プロジェクト❼
結婚・出産・
子育て支援の充実

重点プロジェクト❽
健康寿命の延伸

重点プロジェクト⓭
中心市街地の活性化

重点プロジェクト⓮
都城の魅力の発信と
観光誘客の促進

重点プロジェクト⓱
創造的改革の推進

重点プロジェクト⓰
広域連携の推進

しごと

ひと

行政
経営

くらし

まち

重点プロジェクト⓯
循環型社会の構築
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